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騒音規制法・振動規制法施行令及び県条例との比較 

・騒音 

特定施設 指定施設 

法施行令（改正前） 法施行令（改正後） 規則 

空気圧縮機  及び  送風

機（原動機の定格出力が

7.5kW 以上のものに限

る。） 

空気圧縮機（一定の限

度を超える大きさの騒

音を発生しないものと

して環境大臣が指定す

るものを除き、原動機

の定格出力が 7.5kW以

上のものに限る。） 及

び 送風機（原動機の定

格出力が 7.5kW以上の

ものに限る。） 

空気圧縮機（定格出力が

7.5kW 以上のものに限

る。） 

 

・振動 

特定施設 指定施設 

法施行令（改正前） 法施行令（改正後） 規則 

圧縮機（原動機の定格出

力が 7.5kW 以上のもの

に限る。） 

圧縮機（一定の限度を

超える大きさの振動を

発生しないものとして

環境大臣が指定するも

のを除き、原動機の定

格出力が 7.5kW以上の

ものに限る。） 

圧縮機（定格出力が

7.5kW 以上のものに限

る。ただし、冷凍機を除

く。） 

 

【参考】県条例で定める「指定施設」について 

県条例第２条第１１号 

工場等に設置される施設のうち、ばい煙、炭化水素系物質、粉じん、汚水、騒音、 

振動又は悪臭物質を発生し、排出し、飛散させ、又は貯蔵する施設であって規則 

で定めるものをいう。 

＜規則で定める指定施設＞ 

 

騒音 空気圧縮機、金属製品の製造又は加工の用に供するせん断機 

など、３５種類の施設 

振動 圧縮機、金属製品の製造又は加工の用に供するせん断機 

など、２２種類の施設 
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 三重大学教養教育院 教授 

（50音順 敬称略） 
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